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1990年代の南アフリカ衣料産業

—ァンケート・インタビュー調査報告ー一
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はじめに

南アフリカ（以r．南ア）の製造業発展過程

においては，一般に政府が屯要な役割を果たし

てきたといわれている。夷際，関税・数量制限

による国内産業の保護，補助金による輸出促進，

公社を通じての産業開発，政治的意図によるエ

業分散化などの産業・貿易政策が過去数十年に

わたって積極的に行われてきた。

現在，国民統合政府 (Governmentof National 

Unity)が発足して 2りか経とうとしているが，

南アの製造業を取りまく内外の現況は，概して

以下のようにまとめられる。

第 1は， GATTウルグアイ・ラウンドの合

意で，南アは関税保護水準の引き下げと輸出補

助金制度の廃止を迫られている。よって政府が

とりうる産業・貿易政策は制約され．方針転換

を余儀なくされていることい

第 2は，長年の保護政策によ）て概して製造

業の競争力は弱体化しており．介業努力だけで

は輸出の増加と輸入品との競争は困難であるこ

と。
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第 3は，競争力の向上には労働力の削減を含

めた介業の経営合理化が必咬であるが，深刻な

失党問組を抱える南アにとっては府用を促進す

るのは急務であること。

第 4は全人種を対象とした義務教育制度は

緒についたばかりで，労働者の質的向上に結び

つくには時間がかかり，労働生産性を向上させ

るのが困難である上に，労働組合の賃金サ1き上

け圧fJが強いこと。

旧南ア政府は， 1989年から織物・衣料産業と

自動車産業に個別の産業政策を実施し，構造改

革を試みた。また，新しい産業・貿易政策の立

案にあたっては， 1992年より両産業を対象に官

民の代表者からなる審議会を設置し，慎重に新

政箪を検，；寸してきた。 1995年 6月には，新政府

か圃I桁党の再建計画を発表し，構造改革の試み

は新たな局面を迎えた。なかても衣料庁業は，

過去に国家の手厚い保護による恩典を最も多く

受けてきた産業のひとつであるから，貿易自由

化は今後，衣料産業に大きな打撃を与えるもの

と予想される。

製迅業部門において衣料汗業は，生,m額およ

ひ輸出額の面での貢献度は小さいか，‘）'］慟集約

桁架として，雇用面で重要な役割を担っている。

また，現在，南アの衣料メーカーか周辺諸国へ

工場を移転する傾向があることや，織物・衣料

品を巡って南ア・ジンバプエ間で二国間通商協
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定の改正が論議をよんていることから，周辺諸

国との関係面でも衣料産業は注ilされている。

こうした衣料産業に焦点をあてることは．新

生南アの製造業と国家の関係を展望する上でひ

とつの示唆を与えることになろう。衣料産業は

どのような戦略で貿易自由化による困難な状況

を乗り越えようとしているのか． lk]家の支援が

依然必要ならば，ど0)ような役割を政府が担う

べきであろうか，新・ IH政府間に政策の連続性

があるのか。本稿では．こうした問題を筆者が

南アのヨハネスブルグ，ケープタウン，ダーバ

ンとその周辺地域で行った調査 (1995年 6月～

10月）の結果を通じて考察しようとするもので

ある。

1990年代前半に衣料産業の改吊論議が活発に

なるにつれ，委託調代による衣料哨業に関する

調脊報告書が数点発表された。こ 0)なかで企業

の戦略を最も包括的に扱っているのは，産業

戦略プロジェクト (IndustrialStrategy Project: 

ISP)の一環として発刊されたアルトマン (M.

Altoman)の著書『衣料部門への産業戦略』で

あろうぼ l）。しかし，衣料メーカーの再生の鍵

を握ると思われるマーケティング面での調究が

不十分であることや，調在を実施した1991年か

ら衣料産業を取り巻く状況が大きく変化してき

たことから，これらの点を補足する必要がある。

これ以外には．国立生産性研究所 (National

Productivity Institute: NPI)や経営コンサルテ

ィング会社が委託調在を受け． 1993年に審議会

に報告した資料などかある。

衣料産業は年次報＇［パりなとの出版物を発刊し

ていない企業が多いため，各企業の戦略を把握

するのは困難である。委託調査の結果も，通常，

一部分しか公表されない（注2)。筆者による調査

"•,．、．．．.，．．．'’".,．..,.．．,..."·．、.．,＇・研究ノート・・．．．，．．．．，、．．．．．、，．．，．．，．．．．．．，．，．

は，新政策の方向性の見通しかついた1995年 6

J l時点ての、衣料メーカーのマーケティングと

技能訓錬面ての戦略， さらには新政策に対する

企業側の反応を把握するために実施された。

本稿では，綿や合成繊維といった原料を紡

績し， 織布（織物）に加工する部門を織物産業

(textile industry)，それを縫製し，最終hlll^すする

部門を衣料廂業 (clothingindustry)，そして消費

者への販売を担当する部門を衣料小売業 (clo-

thing retailer)とする（注3)o

本稿の構成は以下のとおりである。まず第 I

節では，南アの衣料産業の特徴と，これまでの

国家介人の経緯およびそれらの影響について概

観する，）次に第II節では，筆者による調壺をも

とに衣料メーカーの戦略と新政政に対する企業

側の反応を分析する。そして、結ひとして、政

府の役割について考察する。

（注 1) M. Altoman, An Industrial Strategy for 

the Clothi咽 Sector,l st ed. (Cape Town: UCT Press, 

1994), 223pp. ANC系の南ア最大の労慟組合である南

ア労働組合会議 (Congressof South African Trade 

llnions: COSATU)は， 1991年にケープタウン大学内

U)紆済動l；り研究グループに対し， 111ア製迅業の産党戦略

策定を委ntした。これを受けて発足したのか ISPであ

り， !Sl)は製出業部門12業種と貿易政策なと5テーマに

ついて糾介し，その結果は1993年10月に COSATUに

答申された。また，輸出戦略に関しては以下の論文が詳

しい。 B.Levy, How Can South Af;ガcanManufactu-

ring Efficiently Create Employment?: An Analysis of 

the Impact of Trade and Industr幻lPolicy, Informal 

Discussion Paper No. 1 (Washington D. C.: The 

World Hank, 1992), pp. 19-36/ Rashad Cassim, 

、'RecentDevelopments in the South African Clo-

thing Industry with a Focus on Exports" (Master's 

thesis, University of Cape Town, 1991) 

（注 2) 筆者は政府・衣料業界関係者の協力でそのう

ち数点を人手した。本稿で，適宜使用する。

（注3) H本では，織物・衣料産業をまとめて繊維産

I7 
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業と呼ばれることかもいが．南アては明確に分けられる

のでここでは区別したc

I 衣料産業発展の舒緯

1. 衣料産業の特徴

衣料産業の年間売上額は製造業全体の 2.6%

で，輸出額も製造業製品輸出の1.8%099:lり・)を

占めるにすぎない(it.I）。しかし，労慟集約産業

である衣料坪業は製造業全体の 9.2％にあたる

約13万人の雇用を抱え，また，間接的には衣料

小た業者に 5万人，織物呼業に 8Jj50(）に合

成繊維産業に2100人，綿生産に 6万3000人．羊

毛＿＇1：産に35)j人を抱える Iii.2)。こ 0)ことから，

衣料産業の動向は南アの面川面において人きな

影響力を持つといえる。

衣料産業は約13(）（)の衣料メーカーで構成され．

その60％が従業員50人以下の規模てある。概し

て，織物産業は資本集約的であるか，衣料産業

は労働集約的，織物産業と小売業界は衣料産業

と比べてiii場の寡占化が進んでいる。

労慟組合に関しては，織物・衣料産業で共通

した南部アフリカ衣料・織物労働行組合 (Sou-

thern African Clothing and Textile Workers' 

Union: SACTWU)があり，同組合はクローズ

ド・ショップ制をとっているため，原則的に都

市圏では全ての労慟者が加盟している。

0地面ては，ケープタウン，ターバン，ヨハ

ネスブルグが3大衣料生産地となっている。周

辺地域を合わせた数値では，それそれ衣料メー

カー数の25%,28%, 22%，労働者数の31%,

26%, 9 % (1993り）を占める。この比:年から，

ケープタウンでは比較的大規模な企業が，ヨハ

ネスブルグでは小規模な企業が名しヽことかわか

18 

る。

かつてはヨハネスブルグはケープタウンと並

ぶ 2大衣料1産地であったが， 1960年代から始

まる工業分散化政策の影響で，他地域に生産拠

点か移転した。現在は20(）の企業か旧ホームラ

ンド内に立地しているといわれている。労慟者

の人種構成も，地理的分布を反映して，カラー

ド42%，アフリカ人33%，インド系24%，白人

1 %， となっており，カラードとインド系の割

合か多い(ll:J1,,

また，南アの衣料産業の特徴として挙げられ

る0)は，国内指向か強いことである，，南ア所業

開発公社 (IndustrialDevelopment Corporation 

of South Africa: Il)いの11i•9,I によると， 1993年

の衣料生産額に占める輸出比率は 8%，国内衣

料噺要に占める衣料品の輸入比率も 3％と，ぃ

ずれも低いいi1）。これは， 1985年からの経済制

裁による影響も一部にあると考えられるが，大

部分は長年の保護政箪によって形成されてきた

南アの衣料産業の体質であるといえよう。

2. 輸入代替化政策（注 5)

衣料産業は， 1907年ケープタウンから始まっ

たh1h)。1926年，政府の輸人代替-L業化政策0)

方針を受けて，男性用衣料品に対する従価税率

(ad valorem)が20％に引き卜げられた。 1930年

代木には，輸人品の流人に対処するため従量

税 (specificduty)が導入され，関税保護が強化

された。第了り次世界大戦l11、衣料Ift業は飛蹄的

に発展し，工場数，労働者数とも急増した。

1948り"・, --音l；衣料品に対し輸入数駄制限を始め

た（沖 7)0

こうした保護政策によって， 1953年まてに国

内需要の86％を国内生産で満たすようになった。

さらに政府は， 1955:qoと74年に従価悦率をり1き
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lけるなど， 80年代に令るまて1呆渡政策は強化

されていった。カーン (S.B. Khan)の推計によ

ると，衣料品の国内臼給率は198(）りに93％を超

えた (if8)。

衣料産業の労慟者数でみると， 1924/25年の

1万1000人が． 45/46年に 5万3000人． 82年に

は13万6000人に増加した，，製店業令体の数値と

比較すると， 1924/25~45/ 46年に衣料産業の雇

用は4.8倍に増加した(})に対し，製造業の雇用

は:{.3倍であった。そして戦後(})]945/46年から

82年までの期間には．それぞれ2.6倍． 4.1倍の

増加であったほ9）。これは輸入代替化が深化し

た戦後の衣料産業の雇用増加率が，他の製造業

と比較して低迷したごとをぶしている。

1981年，政府は官lもの代表者からなる織物・

衣料産業調査委員会を設洲し、保設制度の見直

しを指示した。これを受けて1nl委員会は， 1983

年に調在報告書『織物・衣料に関する保護政策』

（通称，スティユンカンプ報告）を作成し，その

中で数量制限を早期に撤廃することを提唱して

いる。政府はこの考えを受け入れ．同年12月に

は90品目を対象とする数贔制限(})部分的撤廃に

杵手した（注10）。しかしInl報告は，愉出の重要性

を認識しつつも，対設としては/Ji(料・織物の高

価格を補うための輸出インセンティブ供与を提

唱するに留まっている。

3. 工業分散化政策ぼ11)

～一般に． トムリンソン委員会報告と呼ばれ，

南アの工業分散化政策の形成に大きな影響を与

えたとされる1955年の『ハンツー地域社会経済

間発委員会報告書』は．労働佑約的な衣料産業

はホームランドの工業開発に適した産業のひと

つであることに言及している（注12)。政府は．翌

年発表した白書で． トムリンソン委員会報告

か提II廿したホームランド内とホーダー地域（ホ

ームラントに隣接する白人地域）て0)l口業開発の

うち，後者のみを推進することを明らかにし

たほ13）。これはボーダー・インダストリー構想

として1960年に実施に移され，誘致策としてさ

まざまなインセンティブが与えられた。

1967年，環境計画法 (Environment Planning 

Act)かJ]他hされた付i]4）。この法律は都巾圏にお

ける］→.場の設立・拡張を規制した最初の法的措

附てあるか，ここでいう拡張とはアフリカ人労

慟者数が増加することを意味していたため，ア

フリカ人労慟者の割合が高かった PWV （プレ

トリア・ウィットウォータースランド・フェレニヘ

ン：現{I•(J）ハウテン小トI) 都市圏の製造業，特に織

物・衣料所茫に打撃を与えた。 1976りに環境計

両省 (Deμartmentof Planning and the Environ・

叫 nt)か PWVの衣料メーカー 352社を対象に

行った調査では， 221社が同法に反対した国15)0 

ロジャーソン (C.Rogerson) らの研究による

と， 1968~78年の織物・衣料産業の労働者数変

化の特徴として，ウィットウォータースランド

地域て 2Jj人の雇用減があったI})に対し，ダー

ハンとケープ都市圏では合わせて 2万5000人の

雇Hl附が，ホームランドを含む非都市園て多少

の雇用増か観察されたという ([}II;）。これは，ダ

ーバンに関しては規制の対象外とされたこと，

ケープタウンに関してはカラード労慟者の比率

が高く，しかもカラード失業率が 2％以下の場

合はアフリカ人の追加雇用か認められたためで

あると行えられる。

1982年政府は新しい工業分散化，，t•両を開始

し、間発か遅れている地域に対し大輻な優遇措

置による工場の誘致を図った。各都市圏には産

業評議会 (IndustrialCouncil)があり，衣料労働

I9 
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行の賃金率はここて、十括決定されるか，非都rt1

圏地域てはこの決定か及ばす賃金水準を低く抑

えることができたのも， ［場移転の大きな魅力

になった，〕こうした，i財政策の結果、 Illホームラ

ントを含めた非都巾圏の衣料I崖業は，衣料労慟

者数全体のおよそ 3分の 1' 介業数の 4分の l

を占めた litl7¥

4. 政策の転換

1988年通詢産業評議会 (Boardof'「radeand 

Industry: BTI)は，，凋在報告因『南アにおける

1卒業の開発と構迅調整のための政策と戦略』を

作成し，特定所業に対する選択的支援を＇強化す

べきてあると上張したり118)。Inj報店内の未化て

各種廂架に構造凋整叶画(StructuralAdjustment 

Programme: SAP)lil-1¥））を適用させていくことか

勧告されたか，通産省は行政怜刑い）困難さを

岬山にtii否し，織物・衣料産業と白動車所業の

みに適川されるに留まった。

織物・衣料呼業を対象とする SAPは，愉出

の障古となっている原料・織物コストの軽減を

H指して1989年 4月から実施された。これは衣

料産業に対する初の本格的な輸出促進策てある，9

lhl計画によると，生産額の2.5％以 Lを愉出し

ている衣料メーカーには，前年の輸出額の70%

（織物メーカーの場合には50%) と国内で購人し

た原料・識物コストの10％の合，；tに相‘りする全

額の免悦許rif(duty free permits)か発行される

ことになったいl-20)0 

この免悦iiiliは，輸出を促す強いインセンテ

ィプとなった〔へしかし， r|1|1ill！れl）！原料と織物だ

けではなく，設終生産物てある衣料品の輸人に

も免税許IIIを使用することが，忍められていたこ

とから，実際には翡関税を賦課されてしヽる一部

衣料品に適用されることか多く、衣料品の輸人

20 

か附加するという結果を招いた。 1989年から92

りにかけて衣料＇ t性額に占める輸出比率は 7%

て変化しなかったか，輸人比乎:は 1％から 3%

に増加した liUIJ,,

しかも，免悦許IIIを得るための条件は，輸出

経験かなく，資金面や人員面て余裕のない介業

には厳しく，実際には90％以上の小規模衣料メ

ーカーは2.5%という輸出条件を満たすことか

てきなかった付122)C，輸人の急増は輸人衣料と競

合する国内廂業に打兜をりえ，アルトマン I))枡

9,lては1990~92年に SAPが原因で lh3000人

以 I」,I))雁川か失われたい1-2:lJU

SAPによる免税許可制1斐は， 1993り 3月木

て終［することか‘り初から＂ l̂画されていた。し

かし，織物・衣料産業からの延長疫請が強かっ

たことから、代わりに 4月から免税訛明制度

(Duty Credit Certificate Scheme: DCCS)が祁人

された。生哨額1))2.5％以上という輸出条件は

据え附かれたか，衣料メーカーか免悦許可を得

る範圃は前年I))輸出額I))30％相‘りに縮小され

たIii2,11り

1992年 9月，政府・！産業界・労働組合の三行

の代表から成る織物・衣料廂業審議会と，そ0)

竹業部会か発足したU'崖業界からは， I原料牛赤

者，織物秤業，衣料1崖業，衣料小売業界の代表

か参加した。こ 0)審議会の目的は二者交渉によ

る政策決定システムの導人であり，自動車産業

にも 1Ii]様の審議会か結成されている。 40lnlにも

及ふ交渉の末，長年対立してきた織物と衣料庁

業間て合意か成立し，総選芋直前0)1994年 3月

末に包括的な報告円『南ア織物・衣料庁業のた

め 0)K期戦略~t画』が完成したりi25）。これはス

ワート報告と呼はれているが，この中で，織

物・衣料産業が国際競争力をつけることを目的
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として次の提けを行っている。第 1に，貿易政

策改革として， 10年間で現行従価税率を半分以

下に引き下けること。これは， 1993£fにGATT

事務局との間で合意した12年間を 2什短縮し，

わずかであるか引き下げ幅を大きくしたもので

ある（表 l参照）。第 2に，サプライ・サイト政

策として，投入財コストを国際水準まで引き下

げること，テクノロジーの近代化を図るために

補助金を支給すること，そして政府と産業界が

給与総額の 4％にあたる額を出資し，それをJII

練費に当てること。

総選学後の1994年 8月，マニュエル (TMa-

nuel)通産相はスワート報告の提案を拒否する

姿勢をホし，サプライ・サイド政策を抜本的に見

直す考えを表明した(il26)。これを受けて同年11

月には，財務省の諮問機関である中央経済諮問

サービス (CentralEconomic Advisory Service: 

CEAS)がスワート報告の実効性を分析した報

告書を作成した。これは通称， CEAS報告と呼

表1 織物・衣料品の現hlil悦（従f1lli税）率と

各種計画の所要年数•最終関税率 。

贔輩 □：口1ヮ0;［［：；
-・ - ・ いヽ"- 、・ - . . 

衣料 1 901 45... I 40 I 40 
(Clothing) 

負物
(Household 
Textiles) 

織物
(Fabric) 

翌霜 32 

瓢□~5~110

45 25 

17.5 

22 22 

5
 

5

7

 

ー

一

5
 

5

7

 

1

‘

 

（出所） Panel and Task Group for the Textile and 

Clothing lndustrieヽ， Long•T，•ym Strat(gu Plat1 1;” 

珈•Textil<'and Clothing lndu:ヽ／riesin.、、(）/1/hAIm(I 

(Pretoria: Mar. 1994)/Department of Trade and 

Industry, Strategic Plan for the Restructuガngof the 

Tl'xtile awl ClothinJf lndustriい (Pretoria:Jun. 1'1%) 

より作成。

ばれい127)，国際競争力を向lさせるためには原

料・織物コストの早期軽減が不可欠との観点か

ら，従価税を 2~4年で引き卜＾げる急激な改晶

を求めている生産面では，テクノロジーの近

代化のための加速的償却制度といった税の優遇

措僅をt張している，

5. 新政権のリストラ計画

1995り6月にマニ・1 エル通所相から発表され

た「織物・衣料産業再建計画J （以下，リストラ

"r画）によって， 1989年以降模索されてきた構

造改革の試みは新たな局面を迎えたot28)。同時

に，自動車産業を対象とする再建計画も発表さ

れた。ごれは，両産業が関税改革の影響を最も

受ける発業として慎屯に審議されてきたためで

あるぼ29)。

リストラ計画の目的は，（l）国際競争力の向上，

(2)織物）崖業における屈用確保と衣料所業におけ

る屈用創出，（3）輸出指向の強化である。両産業

の主I}kを十分朽慮に人れ，最終的には国家介人

の縮小を目指している。焦点の従価税引き下げ

期間は 8年とし，引き Fげ輻はスワート報告に

従った（表 l参照）。また，低価格の輸人織物・

衣料品に賦課してきた従量税を 4年間で廃ltす

ることが提唱されている。

1993年 4月から実施されてきた DCCS は98

りまて継続するとされたが，その適川条件とし

て新たに技能訓練と生産性向上努力が加えられ

た。前述のとおり， 1994年8月にスワート報告の

提案は拒否され，実際にリストラ計画は同報告

の綿・羊毛hlll̂^ に関する支援捉案を見送ってい

るが，競争力の向上など基本的な政策の方向性

は一貫していることから，新・旧政9付間での政

策の連続性は保たれたと考えることができよう。

リストラ計画は衣料）窄業の'k勢を反映するた

2I 
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めにインフォーマル部門もJ|：公式テータとして

取り人れたか， これによると介業数は従米と比

べ約 2倍0)25(）（）に，労働者数は16}j人に削加す

る。マニュエル通｝梢相は， l力／ j余り U)検討期

間を1辛業界に与えたか，最終的には従価税U)

り1き卜け期間か lり短縮したU)みの変更に留ま

り， リストラ9,1両は1995199 /jより実行に移さ

れたい13(II) 

(it I) Republic of South Africa (RSA). Central 

Statist ical Service (CSS), .、•(）Idh .ill.11( ( II•I 'ゞi(Iliヽヽll（ヽ

199-1 (Pretoria: 1994), pp. 12. 63'― Industrial Dcve・

lopment Corporation of South Africa Limited ([DC), 

ぷ(•Ioral Duia Sen心 (Sandton:19%), Clothing (ISiし‘―

322), p. I; Manufacturing, p. 1 

(it2) や即）統；ぃテータは，特に，心載かな¥'限りは

以卜の貨料の1993年数伯を参考にした0 J¥iational Clo 

thing Federation of South Africa (NCF). 17ze.'-,'ou//z 

African Clothinu In（加try/995 Handbook (Johannes 

burg: 1995), pp. 2-13. 

(il 3) イント系の数値にはれ 1^・1|叫系か含まれる

また， I［）CU)椎；；tては，カラート17.5%，アフリカ人

沿．6%，イント系l4.7%`  I,1人4.2% （199が1） と多少

数仙か柑なか II)C，泣（•Imul l)(JI(IふI’lい， Clothing,p 

2 

(it 4) Ibid, p. 1 公式な貿易統，，1てある RSA.

Fore松n1‘YII(1('•SI(lllsti{,.s, Culoulur } -，!（l1 /99ぶ(i'reto

ria: (;_ l'.-S., 199:,)ては，他の関税I99j盟語IlilU)数i直を

含んてし 1る， II)Cはこ d)テータを/JIIIし，南ア iiil虫U)

貿易額を推，，1している、

(ii.5) 南アU)貿易政策0叫しし、流れにグJ¥'ては， 1）h

訓l{｛雄「南アフリカにおける貿易政策の変追と展望 I

(「FIIJ価人学大学院紀要l れ17集 1()95礼12)J) I ~ 21 

ベーシを参照

直 6) 1907りから‘旧世紀に及ふ怜lアリ）衣料所業発展

史にWlしては，以卜U)著作が詳しし＼ H.A. F. Barker. 

”“位(inomi(•S ()ithe Who!心;al~ Clothing lndustハ’

()J・ South Afrirn11 I•')()7 1.957 (.I ohannesburg: !'alias 

Publications, 1962), 62:lpp. 本J如）叫心は特に，心載か

なしヽ 限りは， 199l内と RSA,The Policy of Protection in 

regard to Textile and Clothin!{: Report of the Com-

22 

rnll/()('（,;Inquiry i11tu the Textile and Clothin![ Indus-

hl('ヽ(Pretoria:G. 1'.-S., 1983), llOpp.による，

(it 7) II. A. F. Harker, "'I恥 ClothingIndustry 

I n So uth Afnml,”’l‘ll(. SIIlllh A fri(（JI1 J(）IInl(il ()./ 

［立onmnics,vol.29. no.4, 1961, pp.l46-248. 

(i I, 8) S. B. Kahn, "Import Penetration and 

Import Demands in the South African Economy." 

1、J11、ゞ(){｛liIAI rl((I }l ]（）lI nl(ll (）I. 1i(（I Il (ml/（ヽ,V (） ］．̀) 5. n(I 

:,. l lJS7. p. 24H 

(i I, 9) Union of South Africa, Bureau of Census 

a n d S t a t i s t i c s. U n io 11 Sta ll・・ヽl l ( ？、,hn lう：Ity) . ('（J r、ヽ 1 9 1 /J 

1.%0 (Pretoria: 1960), p. L-3, I()と， RSA,CSS,.ゞI)/illl

/lt.） l(（l}/．ゞI(IIlヽtics!'190 (Pretoria: I 990), pp.12.6, 12.8. 

たたし， 198がld)数伯は「独>'1ホームウント」 U)|、ラン

スカイ，ホプタツワナ，ヘンダ，ンスカイを除く， 1ii]出

U) ［DC d)批，Iはこれら独立ホームラントを含めた労慟

行数を紹介しており。これによると， 1li1期間に衣料9栢菜

U)hr'lllは2.7倍，製迅業U)届／jjは1.：船に附fJl]した,!DC. 

Sectoral Data Series, Clothing, p. 2; Manufacturing, 

p. 2 

(ii:l(）） RSA, D(.'.parlmenl of Industries and Com 

merC(＇, A)／9l/1ul kゆ(/9'119，W (I)retona: （i l). S.. Rl) 

4611984), p. 14/RSA, I砂 ortof the Committ匹 (I(

Ii、｝iql{lrvirllo tll(＇/lppluull(）II (）I tiI(＇lmil(sIn.al !'rote, 

IIIm lJoll(y (I牙ctona.（；. P.s, RI) 83 1 984)，pp l(i 

18. 

(ii:11) IiiアU)I業分散化政沿につし、ては'I加甫II{｛雄

而アフリカ I)［業政沿U)展甲」（『アフリカ研究』冶18り

ll本アフリカ学会 l田6年 3)l) を参照，なお'Iホー

ムラント」とはア J リカ人），｛｛i．地域（都巾周辺のタウン

／ I プを除く）のことて，以前は「リサーブl とも呼は

i lてし寸た．

(frill Union ()f South Africa,＇ゞummary()．(th,・

IれI)(）rl(）I til('Com m l.\•Sl()}l /o r iil(＇．、•(）{‘l•(）． I:、(｀（リl(）ml( 

l)（'1'（＇lo/）9HI'川 (,・fthe Bm1t11 Arca within 1/1('Union o/ 

Iゞ)/{flII1J9 1(•(l (Prct or l a : （；. I) s, l]．（;. 6 1 1 955)，p 

1 3 l 

(i U:!J Union of South Africa. Gouenunenl D汀 I-

｀ヽi(）11ヽ on ti几 l{，99(•()rnmo•Id(ltl(}}i`、 {，jthe CommL,、ヽ l•(）11 

l・(n llu s/）（lo lイ、(‘IIll(）rm(I)('/）（9,lopmtni(IJ II19, IJl19IIII 

A r(US U’ithil/ iil9'［Im.（リII)J•South Afric{j （Pretoria 

G I)．s, VVl)F/ 195/i), pp 8 10. 

り11 1)‘1,1t!]は． PhysicalPlanning Act, No.88 ol→ 



1996120025.TIF

1996doc  99.7.12 7:07 PM  ページ 1125

1967であったが．後に改名された。

（注15) L. Gordon ed., Survey of Race Relativ瓜

in South Africa 1979 (Johannesburg: South African 

Institute of Race Relations, 1980), p. 224. 

（注16) C. M. Rogerson and S. M. Kobben, "The 

Locational Impact of the Environment Planning 

Act on the Clothing and Textiles Industry of South 

Africa," S. A. Geographer, vol. 10, no. I, Apr. 1982, 

PP-23-28 

（注17) NCF, The South African Clothing Ind硲

try 1995 Handbook, pp. 7-8より筆者か計算。旧ホー

ムランドの数伯は19944---のTelephonicCensus,他地域

の数値は88年実施の Censusof Manufactun・ng 19ぷに

よる。調査年次が異なるため正確さに欠けるが． H安と

して紹介した，なお，都Ih圏とは，ケープタウン（統計

tの区分 1)，ポートエリサベス (|nl47)．ダーハン周辺

（同48),PWV（同71-75)の4大都市圏のことを指す。

（注18) RSA, Board of Trade and Industry (BT 

l), A Policy and Strateぼyfor the Dl'velopmenl and 

Structural Adjustment of Industry in the Re加blicof 

South Af1ica, Report No.2614 (Pretoria: G. l'.-S., 

1988), p.171. 

（注19) 名称は同じであるが，世界銀行が実施する

構造調幣計画」とは別のものである，9

（注20) RSA, BT!, The Develo/mzcnt and Struclur-

al Adjustment Programme of the Apparel Textile 

and ClothinR industry, Report No. 2624 (Pretoria 

G. P.-S., 1988), pp. 62 6:いJ_Maree, An lndzl.-~trial 

Strategy for the TexガleSector, 1st ed. (Cape Town. 

UCT Press, 1995), p.54. 

（注21) JDC, Sectoral Da如 Series,Clothing, p. I 

（注22) University of Cape Town, Trade Moni-

toring Project, Trade Monitor, no.1, 1993, p. 4 

（注23) Altoman, An industrial Strategy _for the 

Clothing Sector..., pp. 101-103. 

（注24) NCF, The South African Clothing lndu-

｀ヽtry1994 Handbook/ Uiary (Johannesburg: 1994), 

pp.60-62. 

（注25) Panel and Task Group for the Textile 

and Clothing Industries, Long-Term Strate1sic l'lan 

for the Textile and Clothing Industries in South 

Africa (Pretoria: Mar. 1994), l 7lpp. fd]報告書成立に

fる詳しい経緯は， Universityof the Witwatersrand, 

＇，研究ノート、 9,

Bila/era/ism Review, vol. 1-3, 1992-94 (/)各号を参

照0)ことしスワートとは，審議会の議長を務めた BTT

(Board on Tariffs and Trade) UJ N. Swart,，義jくに由

来する。

（注26) "Clothing, textiles to lose tariff prote-

ction," Uu:;iness Da_¥'， Aug. 19, 199•1 

（注27) P. Botha, et al., The Evaluation of the 

Recommendations of the Swart Report on the Long-

Term Strategic Plan for the Textile and Clothing 

Industry (Pretoria; Central Economic Advisory 

Service, Nov. 1994), 50pp. 

（注28) 恥 partmentof Trade and lndu叩try(DT 

I), Strategi,・ Plan for the Restructuring of the Textile 

and Clothing Industries (Pretoria: Jun. 1995), 18pp. 

（注29) 1995年711，通産省てのインタビ1-。

（注30) 織物・衣料品を対象とする新関税の詳細は，

BTTの以下の報告書に記されている。 RSA, Board 

on Tariffs and Trade、Amendmentof tile Tariff 

．ゞtructureand Ratい ofDuty Applicable tu Textiles 

and Clothing Classifiable under Chapters 50 to 63, 

l{eport Nu.3558 (Pretoria: G. P.-S., 1995), 320μp. 

II 衣料関連企業の現状認識と展望

1. 調査方法直 I)

衣料メーカーの戦略と政府の役割について，

筆者は次の 2つの方法を用いて調査を実施した。

第 1は， 1995年6)lから10!Iまでに， ヨハネ

スブルク，ケープタウン， クワズール・ナター

ル州 (KwaZulu-Nata]，調社は主にダーバン周辺）

0) 3地域， ,lt-54社の衣料メーカーを対像にした

アンケートおよびインタビュー調査である。各

地域にある衣料メーカー組合の協力を得て，調

査対象の企業として，（l）従業員数が多い企業，

(2)輸出を行っている企業，（3）比較的成功してい

ると思われる中小介業，という 3基準のいずれ

かに該当する75社を抽出した。調在協力を依頼

し，承諾を得た企業はヨハネスブルグの19社，

23 



1996120026.TIF

1996doc  99.7.12 7:07 PM  ページ 1126

’’’‘’’'"’'"＇’‘’’’99,9, •9’’’’’’’'’"＇’’"’’’’’’'・研究ノート，9 9’’’‘. .,..,9,.,.’’’•• •9’’99,.’’’’’’’’’,.,9, '’'9, •9’’’’’’’’’’’’’’ 

ケープタウンの18社，クワズール・ナタール州

の17社にのぼった。

これらの協力企業に対しては，正確な情報を

得るために事前のアンケート晶人を依頼し，イ

ンタビューの際には補足説明もしくは追加的な

質問を行った (it2)9，インタヒューは，通常，取

締役 (Director)クラスを対象としたば 3)0 

アンケートは， 南ア全国衣料連盟 (National

Clothing Federation of South Africa: NCF), 

衣料産業訓練評議会(ClothingIndustry Training 

Board: CITB), NPI, ISP o)アルトマンなどの

専門家の協力を得て作成し．（l）駐礎情報，（2）生

叩 (3)国内マーケティング，（4）輸出マーケティ

ング，（5）技能訓練，（6）リストラ,;t画の影響の 6

部門，計33項目から構成されている。

調査協力企業の資本形態は，持ち株会社(Hold-

ing Company)が 7社，独立企業 (Independent)

か30社， f会社 (Subsidiary)か12社，下請け企

業(Subcontractor)が 5社であった。従業員数か

200人未満の企業か38%, 200~999人までが34

%, 1000人以上が28％を占めた，、これら調査企

業の従業員数の合計は約 5万人 (1994年）にの

ぼり，衣料産業の労働者数のおよそ 4割を占め

る。

2つめの調査方法は，衣料産業に関係のある

諸団体に対してのインタビュー調査である。衣

料産業の展望と政府かとるべき政策を分析する

狙いから，以下の関係者にインタビューを行っ

た。政府関係機関では通産省，関税・貿易評議

会 (Boardon Tariffs and Trade: BTT), NPI 

の各担当官，衣料業界では NCFと3地域の衣

料メーカー組合の代表，織物業界では織物連盟

(Textile Federation)の代表，小売業界では主要

衣料小売チェーン 3社の取締役，労働団体では

24 
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SACTWUの3支部（西ケープ州，旧ナタール州，

旧トランスバール州）の代表．そして CITB（衣

料産業訓練評議会）の代表である。

2 国内マーケティング

衣料メーカーのマーケティング戦略を理解す

る上て，近年販売力が増してきているといわれ

ている衣料チェーン店との関係を考察すること

は重要である。衣料チェーン店上位 5グループ

の売上げ高の合計は，衣料小売業界の 6割近く

を占めるぼ 4)。

表2は，衣料メーカーの販九額に占めるチェ

ーン店へ0)納品割合を示したものてある。ケー

プタウンの企業の過半数か，販売額(/)80％以上

をチェーン店に納品しており，販売面でのチェ

ーン店に対する依存度が高いことがわかる。反

対に．ヨハネスプルグの企業は比較的チェーン

店に対する依存度が低い。この理由は．主要 4

大チ -Lーン店のうち，エドカース (Edgars)を除

く3社の本社がケープタウンにあり，ケープタ

ウンが流通面での中心となっていることと，ョ

ハネスブルグの企業が工業分散化政策の影響で，

生産拠点を旧ホームランドなどの非都市圏に置

き，ヨハネスブルグでは販売面を担当する企業

が多いことが要因となっているものと推測され

る。

次に，＋な販売市場については，ヨハネスブ

表2 衣料メーカーの販売額に占めるチェーン

店への納品割合（回答企槃数）
1 ―一 l -

取引 醤 10~ 50~ 開 計なし 49% 79% 

ヨハネスプルグ 8 1 1 4 4 18 
ケープタウン 3 

゜
2 3 ， 17 

クワズール・

゜゚
4 8 2 14 ナタール州

ー. -- 一＇
ci： f 11 1 7 15 15 49 

（出p/i) 喰者調査 (1995年 6月～ 1（）月）による
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ルグの調査企業のうち 4社が地元市場と答えた

が，ケープタウンの全ての企業と．クワズール

・ナタール州の企業16社のうち15社まてか｀全

国にまたがっていると回答した。主要都市のヨ

ハネスプルグ～ケープタウン間か1400キロ，ョ

ハネスプルグ～ダーバン間が 600キロ離れてい

るか，南アにおいてはチェーン店によって販売

網か高度に整備されていることかわかる。

インタビューの中で衣料メーカーの多くの経

党者が，チェーン店が過度の要求をすると 1情満

を述べていたが．チェーン店側は．南アの衣料

メーカーは販売意欲か欠如し， ii1費者のニーズ

を考慮に入れていない，特に納期遅延と欠陥品

が頻繁に起ごると批判的であった，

ウールワース(Woolworths)の場合は，南ア国

内に独自の縫製部門は持たず， 250の衣料メー

カーと取引している。一方，エドガースは独自

の縫製部門を持っているものの，そこからの納

品は売上げ0)10％で，残りは2000)衣料メーカ

ーと取引している。まに，低所得消費者附を対

象とするペップ・ストア (PepStores)の場合は．

.Jし上げの50％を 8工場から成る自社の縫製部門

が占めるが．系列店では自社製品と低価格輸人

品とが激しい説争をしているとしヽう。これら 3

社とも，今後，関税か引き下けられるに従って

輸入を増加させることを検討しており，衣料メ

ーカーとしては苦しい対応に迫られる。

表 3は，輸入衣料品と競争していくための衣

料メーカーの方策（優先 2項IJ) をホしたもの

である。受注への素早い対応と品質向上が他項

日を引き離していることがわかる，また，テク

ノロジーの向L，技能訓練，テサインのItl]卜を

挙げた企業が多かったが，価格競争力の向上を

指摘した(/)はわずか 3社であった。
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アジア製輸入品に対しては，価格面での競争

が難しいごとから，衣料品の品質を高め，消費

者サーヒスに努めることで国内Ih場のシェアを

確保する狙いがあるものと考えられる。

注目すべきは， Chairmfit社， Casual Clo-

thing社など 5社が国外への工場移転が主要な

競争策であるとしていることである。さらに，

別セクシ l ンの設問によって，国外への［場移

転をすでに実施または考慮している企業が10社

にのぼることがわかった。移転対象国はレソト，

スワジランドといった関税同盟国と，ジンバプ

工，マラウイといった二国間通l｛研協定を締結し

ている周辺諸国である (it5)。低労働コストとロ

メ協定による EU市場への優遇アクセス，そし

て南ア市場に逆輸人する際の免税もしくは特恵

関税が魅力となっているようである。

また， これまでIllホームラントなどの非都市

圏に工場を持つことで，低労働コストと工業分

散化政策のインセンティブを享受してきた企業

にとっては，そのインセンティプの減少と労働

賃金の上昇は大きな打撃となる。調在でも 5社

か旧ホームランドにあるt場の閉鎖または移転

2ぅ
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を検討していると 1ul答した，

関税のり1き下げも 11]外牛外へU)誘因になろう。

従業員3000人を抱えるヘップ・ストアの縫製部

門では，（l）南アの低所得市場向けには国外で生

産したものを逆輸入する，（2）中・高所得市場向

けには南ア国内で高品質な衣料品を生産する，

ことに方針を変更した c

次に，企業が受礼に糸りtくNI心する上で重要

になってくると思われる脱料織物の調達問題を

検証したい。

回答を寄せた43社中， 30社が国産織物の供給

遅延に不満を抱いていた。特に．クワズール・

ナタール州の企業では14社中，実に13社が織物

供給に遅延があると回答しtこ残りの 1社であ

るAeroClothing社は` Jだ際には全ての織物を

輸入でまかなっており，遅延かないことが輸人

選好の最大の要因になっているという。 NCF

が1994年 8月に実施した織物供給問題に関する

調査でも，対象となった衣料メーカー50社中，

40社が深刻な遅延問題を抱えていると回答して

いるは 6)。

また筆者の調査ては｀ （上］I栢織物の供給遅延問

題を経験している企業は，平均2.2カ月分の織

物ストックを抱えていることかわかった C アル

トマンが1991年に実施した凋査では．調査企業

のうち，ケープタウンを中心とする地域の40%

とナタール州の64％にあたる衣料メーカーが，

3カ月以上分の織物を保有していることが指摘

されたは 7)0

素早い対応を実現するためには，織物の供給

状況に鑑みて在庫を確保する必姿があるが．在

庫量の多さが生産コストを l昇させるというジ

レンマがある。織物連盟の代表は，納期遅延の

原因として，寡占化が進展している織物メーカ

26 

-U)交渉｝］が衣料メーカーに比べて 1；狽いことを

指摘したり

逍t't企業の 1割は輸人織物を使っていないと

回答したが，企業の 3割は，織物の半分以上は

国外調達でまかなっている。輸入相手国は主に

2つにわかれ，ヨーロッパ諸国からは南アでは

供給てきない高品質の織物を，アジア諸国から

は低価格U)織物を輸人している。今後，関税引

きト・けとともに織物の輸人は増加するてあろう。

3. 輪出

南アの衣料産業は，これまで手厚い保護に守

られた国内市場指向で，輸出比率は 8% (1993 

年）と低かった。しかし，生産拡大のためには

国外市場に販路を求めることが必要で、調査で

も輸出批）ゞを意図している介業か多いことが判

明した"

図 lは，調査企業の生産額に占める凋査時点

での輸出比率と，中期 (3~5年後）と長期 (7

~10年後）における輸出比率の目標値を表した

ものである。調査時点では，回答した49社中．

輸出をしていない企業が25社あったが，その多

くは比較的小規模な企業か占めた 0

図1 現行 (1995年）の輸出割合と中・

長期の目標値 (l191答企業数）

企業数

25 

20 

15 

10 

0し

0 5％未満 5 -I 4 % I 5 -29% 30％以上

（出所） 表2と同じ。

（注） 有効回答数49。

輸出割合
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また，調査時点では15％以上の輸出比率を持

つ企業は 5打であるが．中期ではその数値を超

えることを目標にしている企業か14社に，奴期

では24社に増加する。 30％以上の輸出比率を持

つ企業は閥行時点では 1社しかないが，長期的

には 9社がそれを目標にしている。中期では，

新たに 9社が諭出を開始することを意図してお

り．長期的にも輸出を考えていない企業は15社

に減少するい

しかし，ヨハネスブルグで調杏に応した19社

中，調査時点で13社が輸出をしていなかったが，

長期でも 9社が輸出を開始する屈l叉lはないとし

ており，他の 2地域と比較して国内市場指向で

あると考えることができる。

輸出マーケティングを図るための組織機溝と

しては，輸出衣料メーカーの24社中， 15社が介

業内に輸出悶門を有し， 14社か国外のエーシェ

ントと契約していた。その両方の機能を持つ 8

社の大部分が従業員1000人以l•9(1）大介業であっ

た。 1400人の従業員を抱える DurbanClothing 

社のみが，輸出部門，国外のエージェントに加

えて．国外ぴ務所を持っていると同答した。

輸出市場に関しては，延べ20社がヨーロッパ．

10社がアメリカ， 4社が周辺の関悦同盟国であ

ると回答した。アジア市場は価格説争の面で参

入は困難であるとの説識から．同巾場への輸出

を怠図していた企業はなかった。

では，輸出を開始または増加させるtで，企

業か直面している問題、点はどこにあるのだろう

か。表4によると，高労働コストを制約要因と

兄なしている経営者が最も多く，、高織物コスト

がこれに続く。 NPIが実施した15カ国の国際比

較調査によると．南ア衣料産業の賃金水準はア

メリカ，イキリス． イタリアと比べて明らかに

表 4 輸出増加の制約要因（回答数）
----.I.....-• ••‘'| —-----

クワズ
プ ール・ 1 計ン ナター

ル州

麻労慟コスト ， ， 7 25 

1閲織物コスト 6 4 ， 19 
低利潤 7 2 2 11 

ノウハウの欠如 3 4 8 

政府支援のイサ£ 3 3 7 

伯報の不足 l 2 l 4 

生産能力の余剰なし

゜
2 1 3 

高輸送コスト

゜
！ 2 

゜
2 

（出所） ｝~2 と JwJ じ

（注） 回谷企業は44tl.。優先事項2Jft 11を選択して11.11答。

低く，香港．韓国．台湾とlulレベルにある（注 8)0

これに織物コストを除いた諸経費を加えると，

コスト面で中国．マレーシアにはかなわないも

のの，インドやインドネシアと1nJレベルで，韓

国，台湾よりは優位に立つ。しかし，生産コス

トの約半分を占める織物コストを加えると，そ

の優位性は失われる。国際的な調査会社である

モニター・カンパニー (MonitorCompany)が行

った 8カ国（アメリカ．日本，イタリアを含む）

を対象にした国際比較調査によると，南アの織

物の生産コストは 8カ国の中で最も高い(it9) 0 

その要因として，（l）手厚い保護が輸入織物価格

はもとより．結果的に国内価格を引き上げたこ

と，（2）織物生産の原料である繊維や綿か高価格

であることが考えられる。

次に回答が多い低利潤とは，輸出市場よりも

国内市場に販売した方が利潤率が高いというも

ので．特にヨハネスブルグの企業経営者に多か

った。

また．輸出ノウハウの欠如と情報不足を訴え

た企業か合わせて12社あった。 NPIは．正確な

情報の不足が輸出を妨げる大きな障害となって

おり，衣料メーカーの 3分の 2を占める従業員

27 
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数100人以ドの小規校企業ぱ盾恨(/)}を得面てイ‘^

利な¥f場に置かれていると指摘した旧1010

政府の輸出女援に関しては後述する，

4. 労働生産性

典刑的な労！勁集約産業である衣料産業の場合

は． とりわけ労｛動生産性の改苔と労勁者の技能

向 tが屯要である。 NPIによると， 1970~92年

間の衣料廂業における労働生呼竹の年間平均成

長率は1.0％て，他の労勘集約紆業と比較して

も低し％特に80年代前半からは衣料度業の労働

牛産性が低迷している lil:IIJO

労1動1-,'翠性を伸ばすtでの間芯点について見

てみよう （；~5 竺照）。

過‘t数の企業は川般教育 (generaleducation) 

の欠如が制約要因てあると ~1/答した。

ープタウンの介菜て多くみられた。読いて労饒

息欲0)欠如を指摘した介業が、特にヨハネスブ

ルグの企業で多かった。次に経営能力の不足

を認めた介業経営者が多かったc

9よ，

これはケ

スワート報化

生産付の改袴に関する 8芹ih.0):i任は経常

者にあるという点外国での研究成果を紹介して

しヽる (1t]2)0

政府女悛に閃しては次項で述べることにし，

ここでは卜位 2闘芯について介業の対処法を検

表 5 労働牛産性lh」上の制約要因(lrIJ裕数）

討する。

新政権の全人種を対象とした義務教育制度は

緒についたばかりで，

時間を要する，9

練が非常に屯要になる。

技能訓錬は，

よる』ll練と職場内訓練の 2つに大別される。

CITBは．

ーハン 0)3都市に，VII紬センターを打しており，

運営費0)8割を従業員数に応じて企業経営者か

ら．残りは訓練参加者から徴収してまかなって

いる。 CITBによれば， 1994年の 1年間に 1月

1000人がここで訓紬を受けた。

CITBは，経常コース，技能コース，

ーター・コースに分かれており，受講人数の 8

割は，

-•般教 fi水準0)|altには

よって．労働者に対する技能訓

CITB（衣料産業Jill紬評議会）に

ヨハネスプルグ，

ミシン作業など一般労働者向けのオペレ

ーター・コースが占める。調在対象企業のうち，

1994年に従業員の10％以上がCITBで訓練を受

けた企業は12社てあった。

合からは， CITB o)WII練科Hを実用的なも 0)に

すべきだとの要沼が強い。 CITBの委託調府に

よる報告内は．中小企業における訓練イ＜足の最

大の要因は，経営者が従業員を訓錬施設に派迎

するだけの人員血での余裕がないことであると

指摘している直i:J)0 

職場内訓練については，

ケープタウン， ダ

オペレ

＾部の企業と労働組

l^且場内に専用の，JII練

ネ
ル

ハ
プ

ヨ
ス
グ

ケープ
タウン

クワズ
ール・
}Lター
ル州

施設 (on-sitetraining school)があるか否かが．

nt 企業の訓練意識の日安になる。調在では， 54社

一般教育の欠如

労慟意欲0)欠如

経営能カィ寸足

政府支援イサ足

資金不足

社会問悶

（出所） 表2と199lし。

（注） lul袴介業は49tt,i岱先'"A12 JUI Iを選択して1111答，9
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中， 半数近い26社がL場内に訓線施設があると

阿答した。 しかし． ヨハネスプルグの企業では

19社中． 16％にあたる 3社のみにしか訓練施設

がないことがわかった。訓練施設もなく， しか

も1994年に CITBで訓純を受けた労働者の割合

が10％に満たない企業は， ヨハネスブルグで12
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社あったが， クワズール・ナタール小卜1で5社，

ケープタウンでは 4社であった。

ヨハネス 7ルグ，ケープタウン，ダーハンと

いった都市圏では，労働者の賃金水準は各産業

"、l,議会で括決定されてきたため．企業梵はそ

れほどない。よって，労働意欲の向r疇に関して

洲せ的に1iわれている措置はポーナス制度であ

る。

表 6は，ボーナス制度の各地域ごとの実施状

況を調べたものである。全体では 7割近い衣料

メーカーがボーナス制度を導入している。ケー

プタウンのぷ腔企業では，大部分が出勤率や生

産性に応じてボーナスを支給している。クワズ

ール・ナタール州では， 16社中． 10社がすでに

実施し，残りの 6社のうち 3社が導入を検討し

ていると同答している。しかし，労働意欲の欠

如が生産件の制約要因になっていると回答した

企業の多いヨハネスプルグでは，皮肉にも 5割

強の溝入；ぐに留まっている。しかも，ボーナス

制度を実施している 9社のうち 3社が，効果的

に運用されていないと述べた。

ヨハネスブルグの衣料産業は伝統的にアフリ

カ人労働者が多く，アパルトヘイト撤廃運動の

過程においては在宅ストなど政泊的な影評を受

けてきたことが考えられるが．企業経営者の努

表6 衣料メーカーのボーナス制度の導人状況

（回答企業数）
（かっこ内％）

（出所） 衣 2と同じ。

’’’’’’’',..,9•,.,.,.9,..’’’’’’’,..,..’’’’• •9’’’‘’’'"'’’’’’’’’’’’’’’· 研究ノート・，．9 9,，.．'’’’’●’’’’’’’’’’"＇’’,．，..'‘’’"'’’'．，9 

力不足も指摘されよう。企業の規模でみると，

ポーナス制度をfiしていない介業は，従業員

200人以卜の比較的小規模な衣料メーカーに多

かった。 SACTWUのトランスバール支部代

表は，能））に応じて公平に昇給することが霞要

であると指摘し，西ケープとナタール支部代表

は，ボーナス制度の導入は歓迎するとしながら

も，労働環境の改善が急務であることから労働

者の経営参加が意欲向上に大きく寄与すると述

べた（注14)0 

5. リストラ計画への評価

図2は， 1995年 6月に発表されたリストラ計

画が各衣料メーカーに及ぼす影響について， 6 

側面から，経営者の観測を示したものである。

まず，廂用面から分析していきたい。同計画

のt要目的のひとつは衣料産業における雇用の

増加であった。新牛南アにおいて衣料産業に期

待される役割でもある。しかし，衣料メーカー

の反応は悲観的であった。わずか19％の企業が，

Inl計画は各企業に屈用面で「好影響」または

「非常に好影響」を及ぼすと回答したにすぎな

図 2 リストラ計画と衣料産業に与える影響

非常に好影響 非常に悪影響

雇用面

輸出面

資本生産性

労働生産性

織物価格

サプライ・
サイド措置

好影置影響なし 悪影響

0 20 40 60 80 100(%) 

（出所） 表 2と同じ。

（注） 有効回答数48。

回答薮の比卒
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かった。一方， 40％が「悪影響j または「非常

に屈影尺？」と同答した。中でも， クリスール・

ナタール州にある企芯でこの設問に ~1]答した13

社中，雇用面で効果があるという考えを示した

のはわずか 1社であった，9

さらに，下請け介業の多くも危！誓心を抱いて

いた。 SACTWUは，リストラ計画は労働者を

犠牲にするものであると厳しく批判した0£15)。

SACTWUによると， 1995年の第 4四‘「期だけ

で，織物・衣料・版物）辛業を合わせて 1月2000

人の雇用が失われ，政府が適切な処置を講じな

ければ今後 6年間で10万人の）籟用削減につなが

るとしヽ う lil:16)0 

1995年 9月に IDCは，貿易自由化か南ア経

済に及ぼす影響を独自の一般均衡モデルで推計

した（山7)。これによると．関税改革により，織

物序菜で7.86％の屈用減，衣料産菜も0.96％の

雇用減が予想される。この推計に対し，通産省

の担Ji官は， IDCの推計にはデータの不備があ

り，衣料ぷ業の雇川増加は十分可能てあるとの

楽観的な兄方をぷした。

第 2に， リストラ計画は計画の目的として国

際競争力の向卜と輸出指向化を掲げている。し

かし，愉出面で効果かあると同答した企業は39

％に留まった。 DCCSの 3年間延長を保証した

ことは，企業に一定の安堵感と，それ以降も更

に延にされるのではないかという期待感を抱か

せたようである。たか，ヨハネスプルグを中心

とする地域の衣料メーカー組合代表は，「この

計画は，肝心な輸出促進策に関して不十分であ

る」と批判した。

弟 3に，賓本生所1.，Lに関して同n1画は， IDC

や他の金融機関の融資を通じてテクノロジーの

近代化を図ることを提唱しているが， IDCによ

30 

る融資はこれまでも行われており，目新しい提

I；ではない。衣料メーカーに設備投資を促すイ

ンセンティブとしては明らかに1~十分である c

調査では，半数の企業が，「影響なし」もしく

は何らかの「悪影響がある」と回答した。

機械設備の近代化については，スワート報告

が補助金支給を， CEAS報告では税の優遇措置

（加速的償却）を提唱していた。リストラ計画

かこうした提案を採用しなかった理由として，

同計画の立案に携わった通産省の担当官は，麻

用問題の配慮から衣料産業の資本集約化を抑え

るという意図に基づく政治的判断であると説明

している。

第 4に， リストラ計画は，免税証明獲得の前

提条件として企業の訓練関連支出の増加を掲げ

ている。これが，各企業の労働生産性の向 Î．に

とのような影評を与えうるか， という質問に対

して56％が何らかの「好影響」があるとの印象

を示した。生産性改善や労働者の訓練の促進機

閃である NPIとCITBは，この条項は大きな

進歩であると歓迎している。その一方で，衣料

メーカーの多くは，技術訓練に関する政府の支

援策が必要であると主張した。

次に，織物価格に関してリストラ計画は，従

価税の 8年間（後に 7年間に短縮）での引きドけ，

従量税の 4年間での廃止， DCCSの 3年間の

延長を提唱している。よって詞社画の提案は，

織物価格に正負両面の影響を与えるものと衿え

られていた。実際に， NCFなどは， これは織

物産業の利益に偏った計画で引き下げ期間が長

すぎると批判した（注18）。しかし。この設問に対

しての衣料メーカーの反応は好息的であった。

何らかの「悪影響」があると回答した企業は17

％に留まり、 55％の企業が何らかの「好影響」
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があるとの考えを持っていた。 SACTWUでも

兄が分かれる。 トランスバール支部代表は関

悦引き下げ期間は妥‘りであると述べたか，ナタ

ール支部代表は期間が長すぎると指摘した。ま

た，チェーン店のウールワースとペップ・スト

アの取締役は，関税引きtげ期間が長すぎると

t張した。

最後に，ュンサルティング費の半額補助を政

府が行うというサプライ・サイド政策に関して

は，何らかの「好影烹」を受けると回答した企

業が55％を古めた。しかし，「影響なし j と回

答した企業の多くは，コンサルティング費がそ

れでも高価につくので，サプライ・サイド政策

としては不Iカドであると指摘した，，特に規模が

小さい企品こにとっては，経営コンサルタントと

契約するのは困難であろう。

叶画全休としては，通産省は衣料産業と熾物

産業の主張のバランスを十分に考慮したもので

あるとし， 般的にもそのように受け入れられ

た(iil9)。チェーン店側も，政府のf渉を少なく

し，国際競争の中に織物・衣料席業をさらすと

いう方向性を飲迎している。しかし，衣料所業

では輸出や訓練に対するインセンティプなどを

政府に期符する企業が多く， ‘'iぶ者間の思惑に

隔たりがあるようである。

次に衣料即業とその関連団体が期待している

今後の政府の役割についての考えを招理してい

きたし％

6. 政府への期待

衣料メーカーが期待する今後の政府の役割と

は何か。この口頭での質問に対して49社から得

に回答（複数回答）によると，似も回答数か多

かった (18社）のは，不法輸入品の流入を防ぐ

ための通関制度の抜本的な改革てあった（政府

,...．...9.“'‘9,.......，・研究ノート・'’’’’’’・ •9,....., ．．..、．．....．，，.，’’’’,...,'’

は不法輸入品は公式統計輸入額の 2割に達する

と推計しているば21)）。通関制度が非効率的に陥

った要囚には，関税制度が非常に複雑で，税関

の能力を超えていたことが指摘されている。

また，これまで低価格輸人品に課税すること

で輸入を抑えていた従景税が4年間で廃止され

ることになり，それに代わるI又ダンピング措置

が必要になる。 1995年初頭，全国経済フォーラ

ム (NationalEconomic Forum)の通商・産業

部会は反ダンピング措置についての提案をまと

め，反ダンピング管理庁（Anti-DumpingAuthor-

1ty)をBTT（関税・貿易評議会）から独立して

設厭することを提唱した(it2]）。リストラ計画で

は，反ダンピング部署の設置と効率的な通関制

度の導人を提唱している。

次に， 15社が，政府か輸出インセンティブを

供与することを期待した。 199(）年 4月から南ア

政府は，輸出品を付加価値度に応じて 4つに分

類し，且準を満たす全ての輸出業者に補助金を

供与する包括的輸出振興制度 (GeneralExport 

Incentive Scheme: GEIS)を実施してきた。同制

渡は，衣料メーカーにとつてDCCSと合わせて

不可欠な輸出促進策となっていた。 GATTル

ールに沿って1997年末までに GEISを廃止しな

ければならなくなった事情は認識しつつも，衣

料メーカーはこれに代わる何らかの政府支援が

必要であるとしている。

事実，企業努力だけで輸出を開始・増加させ

ることは困難であろう。調在では， 1989年の免

税許可制度の導入以降に輸出を開始した11社の

名くか輸出インセンティプが大きな輸出動機に

なったことを認め， GEISとDCCS無しては輸

出を続けられないと回答している。 NPIの調

脊によると，調査対象となった全ての輸出衣料

31 
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メーカーが， GEISの代替策を叩んでいるり122)。

故に，伍j；；賛を買よえたスワート報告は．さま

ざまなサブライ・サイド政策を提唱している。

政府は輸出を促逆するために何らかの代替策を

講する必仮がある。

NCFと積物連盟は， リストラ，ft曲iか発表さ

れた後に共同で，南ア衣料・微物輸出評議会

(South African Clothing and Textile Export 

Council)を設立することを政府に中し人れた。

これは，笠出巾場の調托・開拓，輸出戦略の構

築，愉出コンサルティング・サービスの供与を

日的とするものである。

3晋日に期待として大きかった (13社）のは，

訓純インセンティプの存人である。以前には，

l̀．業分散化政策と結ひついて衣料メーカーに』i|

錬インセンティプがりえられていた。しかし，

もはや大部分の介菜はそうしたインセンティブ

を受けていない。』;l練フストは、特に小規模衣

料メーカーにとって負担が大きい。ケープタウ

ンにある 100人の従業員を抱える企菜0)経営名

は， CITBに労働酋を派追できない旗因は，』lI

練にかかる費用だけでなく，外部の訓練機関に

派造する人；｛面での余裕がないことであると指

摘した。

NPIは，芝汁への系早い対応を実現するため

にはミシン作業名の複数技能 (multi-skill)か小

"I欠であるが，推計では複数技能を持つミシン

作業者の割合は33％で，さらに 1}j人を訓練す

ることが必要であると指摘した Ol23）。その方菜

として NPIは，政府が税の優邁閉吋などの訓

練支援i,t・嘩を再尊人すれば，企業が給り総額の

2％をitll|緑に投資することは実況"I能であると

提咀した。 1995年 9月末時点で政府は，法人税

の訓純費に閲する＾．屯控除 (double deduction) 

32 

を検討中であるとしている。

4番目に多かった (7社） 1llJ答は．逆に政府

による十渉を少なくすることであった。これは

過去の保護政策が廂業の弱体化をもたらした(/)

で．関税や補助金制度などの国家介人を少なく

することが衣料産業には好ましいという阿答で

ある。大半の企業が政府の支援を期待している

中で， 部の企業には政府への1~信が根強いこ

とをホしている。

その他の要望には．労働組合の規制，輸送コ

ストの補助．機械設備に関する加速的償却など

があった。

さて． 1995年11月．政府は全国経済開発労働

問題評議会 (National Economic, Development 

and Labour Council: NEDLAC)の通傾・産業部

会に対し．優遇税制を基調とした包括的なサプ

ライ・サイド政策案を提示したいi•24）。これは産

業の競争力を1hltさせるのを目的とし、』II紬，

投資．テクノロジー，生産性．小規模ピシネス

を対象としている。例えば，新規投資を促進さ

せるために． 孔定期間の法人税0)免税が掲けら

れている。これまでの補助金方式に代わる政府

0)インセンティプを考える上で．優遇税制h式

は大きな柱になっていくものと息われる。 1996

年 3月に発表された新年度f算案では，サプラ

イ・サイド政策の財源がittされた (i125)0

(ill) 本節の内容は．特に出載かなけれはここて紹

介する調介方法に基づいて得た情報である。

(it2) しかし，サンプル企架の中には経営者とのll

程晶整がとれずアンケートのみ受け取ったもの，企業機

密を理由に質問巾項0)＾部しか回答が得られなかったも

のかあった。このため．各質問項IJによっては｛砂｝1回答

数が異なる。

（注 3) 多くは白人経営者（一部にインド・中国系）

であ—J た。南アではアファマティプ・アクションがit1|
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されているが，衣料煙翠においては．、田人経営者の育成

には時間がかかることや，も意争力0)|hltが企業の最優先

諜題であると福広く認ふされていることから．当面はこ

こで紹介する企業戦略に大きな変化はないものと思われ

る。

（注4) Monitor Company, Global Advantage of 

South Africa: The Textile & Clothing Clu.,ter (Sarid-

ton: Oct 1994), p. 7. 

（注5) i肩部アフリカ関税IJJ盟 (SouthernAfncan 

Custom Union: SACU)には，消ア，レソト，スワジ

ランド，ボツワナ，ナミビアの5カ国か加盟している。

また，他のアフリカ諸国では，南アはモザンビークとの

間で二国間協定を結んでいる。

（注6) NCF, The South African Clothing Indus-

try 19別 An脳 glRe加rt(Johannesburg: 1994), p. 28. 

（注7) Altoman, An Industrial Stratの forthe 

Clothing Sector..., p. 64. 

（注8) National Productivity Institute (NPI), 

Garment Cost切g(Pretoria:Sep. 1993), pp.6-20. 

（注9) Monitor Company, Global Advantage of 

South Afrir:a乃ojectPhase One Findings: National 

industrial Strategy issues (Sandt on: Apr. 1995), p. 26. 

（注10) NPI. T邸 tileand Clothing乃'pelineSur-

vey: Inte加：itionalMarketing Pers松ctive(Pretoria: 

Aug. 1993), p.12. 

（注11) NPI, Productivity Statistics 1994 (Pretoria: 

Nov. 1993), pp. 54-59. 

（注12) Panel and Task Group for the Textile 

and Cloth匹 Industries,Long-Tenn StグategicPlan 

砂．．．． p.89. 

（注13) M. Du Toit, N. Sher and M. Young, The 

Reasons for Success and Failure of Small and Me-

dium Enteゆ応esin the Clothing Industry; A Su威

加 ryPll択,-(Cape Town: University of Cape Town 

and CITE, 1994), p.19. 

（注14) 本稿では，経営者に焦点を当てているため労

慟組合についての記述が 1分であるとはいえない。ただ

し，今後は賃金問題や労圏省の経営ぢ加渭題で労慟粗合

の役割が碩要になってくると考えられるので，別途研究

か必要である。

（注15) "Textile plan raises union ire," Business 

Day, Aug. 14, 1995. 

（注16) "Textile workers march to back 

demands on jobs," Business Dav, F叫 15,1996. 

（注17) IDC, The Impact of Tr.{1心 Liberalisation

on the South African Economy (Sandton: 1995), 

Textile, Clothing. 

（注18) "Clothing manufacturers disappointed," 

Cape Times, Jun., 13, 1995. 

（注19) "Long-term plan does not meet expecta-

tions," Business Day, Jun. 13, 1995. 

（注20) "Illegal imports'harming clothing, tex-

tile industry'," Business Day, Jun. 15, 1995. 

（注21) "Call for rules to combat likely foreign 

dumping," Business Day, Jan. 4, 1995 

（注22) NPI, Textile and Clothing Pipeline Survey 

...'p.4. 

（注23) NPI, Clothing Pipeline Study-Financial 

and Production Analysis (Pretoria: Sep. 1993), p.148. 

（注24) "Govt. unveils package to boost indu-

stry," Business Day, Nov. 17, 1995 

(if25) "A budget to lay a base for significant 

reform in the future," Busine.、ヽl)ay(Budget Spe-

cial), Mar. 14. 1996. 

結 び

以上， 1990年代における政策の変遷とそれに

対する企業側の戦略を中心に，衣料産業と国家

の関係をみてきた。

まず．新・旧政府間の政策に連続性があるこ

とが指摘された。これは，（l）政権交代が不可避

になった1990年初頭から ANCが政策決定プロ

セスに参加した，（2)GATT/WTOによって政

府がとりうる政策が制約される，（3）政府・産業

界が国際鋭争力の獲得という，点で問題意識が共

通していた，ことが要因になったと考えられる。

次に．国内市場では，特にケープタウンでチ

ェーン/,l]の影轡力が大きいことが確，忍された。

チェーン店側は，輸人品と競合するためには国

内衣料品の高品質化を望んでいることから，衣

33 
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料メーカーによる特定製品への特化や，指定を受

けたデザイン・織物での縫製を担uiする下請け

企党が増加するであろう。生産拠、点を周辺諸国

に移転する動きが活発化することも考えられるり

輸入衣料品への対抗策として厳も回答の多か

った「受汁への身、;-itい対比」を実現する卜では、

原料織物の供給遅延問題が最大の障害である。

特にクワズール・ナタール小11の企菜は探亥llであ

る。

愉出に閃しては， 3分の 2の謁介企業か中・

長期間での輸出の増加を希望しているが，その

反面．輸出を全く苔えていない企業も 3分の 1

を占め．皐合出指向企業と同内指向企業との分化

がすすむことが考えられる。国内指向傾向はヨ

ハネスブルグの企業に強い。

また，愉出マーケティングを行う上で，大企

業ほど設批・情報獲得面で{i利であることがわ

かった。さらに，衣料メーカーが輸出を増加さ

せる r．で，労慟コストと織物コストが高し)こと

が屯要な制約要因になっていることが確認され

た。国際此校調査では，労！動コストはさほど大

きな問題ではなく，高織物コストが最大の問題

であると指摘されているか，これも繊維・綿とい

った原恨料叫格が高いことが要因であり， I原料生

産者織物産業衣料産業と連関した構造的な

要系を抱えることから，問題解決は困難である。

企業が労働生産性を向上させるr．で，労働者

の一般教―;C・亀：水準と労慟意欲0)欠如が指摘された

が，その対処法の目安となる技能訓練とボーナ

ス制度の丈施状況を調査した結果．特にヨハネ

スプルグの企業経営者と小規模企業に実施の遅

れが観察された。

政府のリストラ計画に対する反応については，

34 

個別の政策では概ね好評であったが，計画の目

的である雇用と輸出面では悲観的な見方が多か

った。将来の政府の役割に関しては，通関制度

の改善，輸出と訓練インセンティプの供与が企

業側から求められた。その一方で， 14％の調査

企業は国家介入の縮小を望んだ。

これらの調査結果から，衣料産業と国家の関

係について次の 5点が指摘できよう。第 1は，

生産，販売，労使関係面でさらなる企業の努力

が求められるが，それだけでは衣料産業の再生

は困難であるので，当面は政府の支援が必要で

ある。第2は，政府は，特に小規模企業を対象

とする輸出と技能訓練の促進策を早急に実施す

る必要がある。第 3は， h¢用機会が少ない旧ホ

ームランドにおいては工場の閉鎖・移転傾向を

阻むためにも柔軟な賃金政策を維持すべきであ

る。第 4は， 1992年から取り組んできた政府，

産業界，労働組合の代表による意志決定方式は

政策0)一貫竹を維持する tて効果があった。

NEDLACとして全体の枠組みは維持されてい

るか。衣料庁業においても再び同様の枠組みを

形成することが望ましい。最後に，不法輸入品

の流人を防ぐための通関制度の抜本的改革を優

先して実施することである。

本稿では，衣料産業を取り上げてきたか，直

接的に連関する織物産業と衣料小売業にも焦点

を当てることが産業全体の理解を深めることに

なろう。さらに今l川の調社で十分にカバーしき

れなかった小規模企業，下請け企業，そして労

慟組合の実態と動向について研究することも重

要になってくるであろう。

（創価大学大学院経済学研究科博士課程）
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